
区分 オンライン申請 郵送請求

方法 マイナンバーカードを
使ってスマホで申請 郵送

支払い クレジットカード 定額小為替かクレジットカード

HP

　「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、現
行の住民記録システムを国の示す標準化基準を満たしたシステム
に移行します。
問区政課(☎504-2112、フ504-2069)

区間転居届の窓口が変更になります

「あなたの思い」を話しておきませんか

住民記録システム
移行による変更

　システム移行に伴い、市内で他の
区へ引っ越したときの「区間転居届」
の受付窓口を右記のとおり変更しま
す。詳しくは、市ホームページで。

現在
新旧いずれかの住所地を管轄する

窓口（区市民課・出張所）

令和７年１月６日㈪から
新住所地を管轄する窓口
（区市民課・出張所）

 １4958ページ番号

ご注意
を

市役所サービス・コーナーやコンビニ交付
サービスを休止します

市ＨＰ

間、休止します。利用の際は、ご注意く
ださい。取り扱う証明書など、詳しくは
市ホームページで。
※年末年始による閉庁・休止は、12月29
日㈰～1月3日㈮です

　休日でも証明書の交付などを取り
扱う市役所サービス・コーナー（中区基
町）の即時交付や、マイナンバーカード
を使って、証明書を取得できるコンビ
ニエンスストアでの交付サービスを、
年末年始・システム移行のため、次の期
■市役所サービス・コーナー
●即時交付休止期間
　12月28日㈯、1月4日㈯、5日㈰　※申請受け付けのみ可能

■コンビニ交付サービス
●利用休止期間
　12月29日㈰～1月3日㈮と1月6日㈪～19日㈰
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始めよう！ 人生会議
-認知症の妻と支え
た夫の物語を通して
考える-

　これからの人生をより豊かに、最期まで自分らしく生きるために、
自分の希望や思いを家族や医療・介護の専門職など、周囲の信頼でき
る人と共有しておくことが大切です。
問地域包括ケア推進課（☎504-2648、フ504-2136）

もしものときのために
　誰でも、いつでも、命に関わる病気やけ
がをする可能性があります。命の危険が
迫った状態になると、約70％の人が医療や
ケアなどを自分で決めたり望みを人に伝
えたりすることができなくなるといわれて
います。
　もしものときに備え、医療やケアに関
する希望を、家族や医療・介護の専門職
など信頼する人たちと話し合い、共有し
ておく取り組みが「人生会議（ACP：アドバ
ンス・ケア・プランニング）」です。

普段から気軽に話し合いを
　人生の最期について話すことは「縁起で
もないこと」との考えもありますが、家族な
ど本人に代わって医療の選択をしなけれ
ばならない人にとっても、人生会議は、心
の負担を軽くすることにつながります。最
期まで自分らしく生きるために、あなたの
大切な人のために、「人生会議」してみま
せんか。
　人生会議への理解を深めてもらうため、
市ホームページで、手引きや動画、漫画（右
記）を紹介しています。
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漫画で分かるACP

手引きや動画で分かるACP

話し合いの進め方（例）
　希望や思いは変わる可能性があるので、
何度でも繰り返し話し合いましょう。

S
ステップ
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希望や思いなど
を考える

Step２
健康や病気に
ついて学ぶ

Step４
家族や専門職
と話し合って

おく

Step３
代わりに伝えて
くれる人（代理人）

を選ぶ

Step５
文書に書き
留め、都度
見直す

Eさん70代男性の事例
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。
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ひろしま市民と市政2

月 火 水 木 金 土 日
12/23 24 25 26 27 28 29

30 31 1/1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
再開

普段からしっかりと意思表示をしていたＥさん。
そのおかげで家族は重大な局面で判断に迷う
ことなく、後悔が残ることもありませんでした。

証明書請求はスマホや郵送で

※各区市民課・出張所の窓口は、12月28日㈯～1月5日㈰と、㈯、㈰、㈷、㉁を除
き、開庁しています
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月 火 水 木 金 土 日
12/23 24 25 26 27 28 29

30 31 1/1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12再開ご利用ください
　マイナンバーカードを持っている人はスマホを使って、持っていない
人は郵送で、証明書の請求ができます。いずれも受け取りは郵送です。
対象の証明書など、詳しくは市ホームページで。

閉庁日
  即時交
付休止
 即時交
付休止

休止

休止


